
                   

面的評価とは幹線道路に面した地域（道路端から５０ｍの範囲）に

おいて、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する

住居等の戸数の割合を算出する道路交通騒音の評価方法です。 

評価の対象は住居、学校、病院等となっており、工場・事業所等の

非住居は対象外です。 

また、評価区間 50ｍを近接空間と非近接空間に分け、異なる環境

基準値で評価します。 

○近接空間 

・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路：   15ｍ 

・２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路：２０ｍ 

さらに、非近接空間は用途地域によりＡ、Ｂ、Ｃの基準値に

類型分けして評価します。 

 

 

自動車騒音常時監視（面的評価）業務の概要 

１.面的評価とは ２.面的評価の流れ 

 平成 24 年度より自動車騒音の状況の常時監視に関する事務が県から市へ委譲されました。 

 自動車騒音の状況の常時監視は、騒音規制法第１８条の規定に基づき、自動車騒音対策を計画的総合的に行うための基礎資料となるように道路を走行する自動車

の運行に伴い発生する騒音に対して道路に面する地域全体の騒音曝露状況を把握するものです。 

実施計画の策定 

騒音測定・沿道条件の把握 

騒音曝露状況の把握 

常時監視を行う道路を選
定します。対象道路は西尾市
内を通過する主要幹線道路
で自動車による騒音の影響
が大きい路線を選びます。 

評価対象路線の内、代表的な地

点を選び騒音測定を行うと共に、

道路沿道の構造や建物について

の情報を把握します。 

騒音測定結果及び沿道条件の

把握結果を基に、面的評価支援シ

ステムを用いて建物毎の騒音曝

露状況について推計します。 

報 告 
環境省へ指定の様式で報

告します。 

30ｍ 

もしくは 35ｍ 

15m 

もしくは 20ｍ 

道路 

(道路端) 

住居：評価対象 

非住居： 

評価対象外 
近接空間 

非近接空間 

C 類型 Ｂ類型 Ａ類型 

面的評価支援システム 騒音曝露状況の把握 

騒音測定のようす 



                 
■路線別の評価結果（令和元年度） 

 

 

 

 

 

番号 路線名 住所 測定期間 

騒音レベル 

(ＬAeq) 

(単位：dB) 

評価区間 環境基準達成戸数(戸) 調査区間内 

全戸数 

(戸) 

環境基準達成率(%) 

昼間 夜間 起点 終点 
区間 

延長(km) 昼間 夜間 昼夜 昼間 夜間 昼夜 

1 西尾幸田線 吉良町下横須賀 

R1.6.4 

～ 

R1.6.5 
65 60 上矢田町 吉良町上横須賀 5.2 114 114 114 114 100 100 100  

 

 

 

３.評価結果の概要 

■全体の評価結果 

環境基準の達成状況は平成29年度から5年間の実

施計画に基づいて評価します。実施計画の 3 年目にあ

たる令和元年度では、平成 27～令和元年度の評価結

果が市全体の評価結果となります。 

データを集計した結果、昼間(6 時～22 時)及び夜

間(22 時～6 時)とも環境基準値以下であったのが

1,794 戸(100.0％)であり、環境基準値を超過して

いる住居等はありませんでした。 

令和元年度では「西尾幸田線（愛知県道 41 号）」の 1 路線について評価を行いました。 

対象となる住居等は 114 戸で、昼間・夜間ともに環境基準値以下の割合は 100％でした。 


